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第三者割当による優先株式（第四種優先株式）の発行に関するお知らせ 

 

 

当行は、平成23年9月14日に金融庁より金融機能の強化のための特別措置に関する法律（以下「金融機能

強化法」といいます。）附則第 8 条第 1 項に基づく株式の引受けの決定をいただいておりますが、本日開催の

取締役会において、株式会社整理回収機構に対して当行第四種優先株式（以下「本優先株式」といいます。）

を発行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 
 

１．本優先株式発行の目的及び理由 

当行は、この度の東日本大震災において被災されたお客さまや間接的に損害を被ったお客さまに対して十分

な金融仲介機能を果たし、震災復興に向けた取組みに対する支援を積極的に行なっていくことが、地域金融機

関としての使命と認識しております。当行の現在の自己資本比率は、国内基準行に求められている 4％を上回

る 8％台であり、十分な健全性を確保しておりますが、かかる使命を万全の態勢で果たし、地域の中小企業等

のお客さまへの安定的かつ円滑な資金供給機能をこれまで以上に積極的に果たし、地域の面的な再生に資する

ためには財務基盤の更なる強化を図ることが必要であるとの判断に至り、金融機能強化法附則第8条第1項に

基づく国の資本参加を申請し本優先株式を発行いたします。 

 

２．本優先株式の概要 

（１）発行の概要 

 発 行 期 日 平成23年9月30日 

 発 行 新 株 式 数 70,000,000株 

 発 行 価 額 1株につき500円 

 調 達 資 金 の 額 35,000,000,000円（差引手取概算額34,960百万円） 

 募 集 又 は 割 当 方 法

（ 割 当 先 ）
第三者割当（株式会社整理回収機構） 

 

（２）調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

①調達する資金の額（差引手取概算額） 

35,000,000,000円（34,960百万円） 

②調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 

金融仲介機能の強化による地域の中小企業等のお客さまへの安定的かつ円滑な資金供給と各種サービ

スの向上のために随時活用してまいります。 
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（３）資金使途の合理性に関する考え方 

この度の資金調達は、この度の東日本大震災により直接的または間接的に影響を受けられた地域のお

客さまに対する資金供給の円滑化や、今回策定いたしました経営強化計画に盛り込んだ震災復興に資す

る方策の実行、地域経済及び中小企業等の安定的発展に貢献するために行うものです。 

 

（４）発行条件等の合理性 

①払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当行は、本優先株式の優先配当率、優先株主が負担することとなるクレジット・コスト及び普通株式

を対価とする取得請求権等の本優先株式の価値に影響を与える様々な諸条件を考慮し、また当行の置か

れた事業環境及び財務状況を総合的に勘案の上、本優先株式の発行条件及び払込金額を決定しており、

当行としては、公正な水準であると判断しております。なお、本優先株式の価値の算定につきましては、

公正性を期すため、外部専門家より価値算定書を取得しております。 

なお、当行監査役5名全員は、本優先株式の価値及び価値に影響を与える様々な諸条件を考慮し、ま

た外部専門家より取得している価値算定書及び法律事務所の意見書を確認した上で、払込金額が割当先

に特に有利ではなく適法である旨の意見を表明しております。 

②発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本優先株式は普通株式を対価とする取得請求権が付与されたいわゆる「転換型」優先株式であります

が、当行といたしましては、本優先株式の引受けに係る申込みにあたり策定いたしました経営強化計画

における収益の見通し及び剰余金の処分の方針に基づき返済財源確保のための方策を着実に実践し、本

優先株式の返済を進めていくことで、普通株式への転換を極力回避したいと考えております。なお、本

件の希薄化率（割当前の発行済株式に係る総議決権 821,800 個に対する、発行株式（下限取得価額 172

円における潜在株式）に係る議決権数の比率）は、247.61％となっております。 

 

③転換（行使）制限について 

本優先株式は、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」に基づき発行されるものでありま

す。割当先（株式会社整理回収機構）が本優先株式を普通株式に転換して市場売却等を行うことも考え

られますが、その際には、預金保険機構において、当該処分が、方法及び規模等から見て市場に悪影響

を与えるものではないか等の観点から審査することとされております。なお、割当先（株式会社整理回

収機構）により、ヘッジ等を目的とした株券等貸借取引・店頭デリバティブ取引が行われる予定はあり

ません。 

このため、本優先株式は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第2項に定める適用除

外に該当するため、当行と割当先（株式会社整理回収機構）は、割当先による普通株式への転換を制限

する措置を講じていません。 

 

３．割当先の選定理由等 

（１）割当先の概要 

① 名 称 株式会社整理回収機構 

② 所 在 地 東京都中野区本町二丁目46番１号 中野坂上サンブライトツイン 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 上田 廣一 

 

④ 事 業 内 容 

貸付債権等の買取り並びにその管理・回収、金融機関が発行する株式等

の引受け・金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付け・信

託受益権等の買取り等 

⑤ 資 本 金 212,000百万円 

⑥ 設 立 年 月 日 平成11年4月1日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 
普通株式400万株 

優先株式 24万株 

⑧ 決 算 期 3月 
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⑨ 従 業 員 数 499名（平成23年4月1日現在） 

⑩ 大株主及び持株比率 預金保険機構 100％ 

⑪ 当事会社間の関係  

 

 

 

資 本 関 係 

当行と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、

当行の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、

特筆すべき資本関係はありません。 

 

 

 

人 的 関 係 

当行と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、

当行の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、

特筆すべき人的関係はありません。 

 

 
取 引 関 係 預金取引及び融資取引 

 

 

 

関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 

当該会社は、当行の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関

係者及び関係会社は、当行の関連当事者には該当しません。 

⑫ 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決 算 期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 

 連 結 純 資 産 115,451 126,019 124,264

 連 結 総 資 産 2,226,291 2,161,958 2,004,818

注 １株当たり連結当期純資産(円) 25,860 28,504 28,066

 連 結 経 常 収 益 227,715 105,813 106,243

 連 結 経 常 利 益 36,366 21,498 29,454

 連 結 当 期 純 利 益 55,827 32,311 29,303

注 １株当たり連結当期純利益(円) 13,956 8,077 7,325

注 １ 株 当 た り 配当金(円) 0 0 0

注 1株当たりの計数算出については、優先株式を含まない。（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

 

（２）割当先を選定した理由 

金融機能強化法に基づき、協定銀行である株式会社整理回収機構に対して第四種優先株式を割り当て

ます。 

 

（３）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

本件については、金融機能強化法に基づくものであり、また、割当先である株式会社整理回収機構は、

預金保険法に基づく認可法人として設立された預金保険機構の子会社であります。従いまして、本件に

よる払込みは確実に行われるものと判断しております。 

 

４．本件後の大株主及び持株比率 

（１）普通株式 

募集前（平成23年3月31日現在） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）(9,127,600株) 10.96％

筑波銀行行員持株会(2,306,442株) 2.77％

株式会社広沢製作所(1,344,370株) 1.61％

株式会社みずほコーポレート銀行(900,000株) 1.08％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）(774,700株) 0.93％

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口他）(754,100株) 0.90％

株式会社損害保険ジャパン(731,640株) 0.87％
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CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク銀行株式会社) (678,567

株) 

0.81％

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505211(常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行 決

済営業部) (600,000株) 

0.72％

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(587,497株) 0.70％

（注）今回の第三者割当増資による普通株式の持株比率の変更はありません。 

 

（２）第二種優先株式 

募集前（平成23年3月31日現在） 

明治安田生命保険相互会社(33,400株) 4.70％

石津 健光(16,600株) 2.33％

遠藤 利夫(10,000株) 1.40％

日本証券代行株式会社(10,000株) 1.40％

株木建設株式会社(10,000株) 1.40％

池田喜株式会社(6,600株) 0.93％

桜井 忠三(5,000株) 0.70％

白石 哲雄(5,000株) 0.70％

日東高圧株式会社(5,000株) 0.70％

渡邊綢糸株式会社(5,000株) 0.70％

（注）今回の第三者割当増資による第二種優先株式の持株比率の変更はありません。 

 

（３）第三種優先株式 

   本日現在、当該株式の発行数はありません。但し、第三種優先株式を取得目的とした新株予約権が付さ

れた新株予約権付社債を平成22年3月31日に発行しております。 

 

（４）第四種優先株式 

募集前（本日現在） 募 集 後 

該当なし 株式会社整理回収機構 100.00％

 

 

５．今後の見通し 

自己資本の充実により、財務基盤の健全性が一層向上することから、金融仲介機能の強化による地域の

中小企業等のお客さまへの安定的かつ円滑な資金供給と各種サービスの向上を通じて、経営基盤と収益力を

一層強化できるものと考えております。 

なお、本優先株式の発行により、平成23年9月末の単体自己資本比率は11.9％程度となる見込です。 

 

６．企業行動規範上の手続きに関する事項 

当行取締役会は、本件第三者割当における希薄化率が 25％以上となり、東京証券取引所の定める有価証

券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きを要することから、経営

陣から一定程度独立した者として当行社外監査役に本件第三者割当に関する諮問を行いました。当行社外監

査役３名全員は、本件資金調達の必要性及び他の資金調達手段との比較での相当性の観点から本件第三者割

当が地域の取引先に円滑に資金供給を行うという地域金融機関としての責務を果たすために必要なものであ

り、また本優先株式の商品性に関しては、本優先株式の価値に影響を与える様々な諸条件を考慮し、また公

正性を期すために取得した外部専門家からの価値算定書を考慮した上で決定していること等から妥当である

との意見を表明しております。当行取締役会は、当該社外監査役の意見を尊重した上で本件第三者割当を決

議することといたしました。 
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７．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 

連 結 経 常 収 益 34,591 百万円 35,744 百万円 49,044 百万円

連 結 経 常 利 益 ▲8,250 百万円 192 百万円 3,475 百万円

連 結 当 期 純 利 益 ▲9,984 百万円 ▲1,549 百万円 2,819 百万円

１株当たり連結当期純利益 ▲177.88 円 ▲26.44 円 33.75 円

１ 株 当 た り 配 当 金 － － 5 円

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 482.82 円 519.31 円 516.31 円

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成23年３月31日現在） 

 株 式 数 発行済普通株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 
普通株式 82,553,721株

第二種優先株式 709,500株

100％

（注）－

現時点の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
－ －

下限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
－ －

上限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
－ －

（注）第二種優先株式は議決権を有しないため、発行済普通株式数に対する比率は記載しておりません。 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 

始  値 538 円 285 円 265 円

高  値 689 円 423 円 318 円

安  値 188 円 244 円 173 円

終  値 284 円 265 円 253 円

 

② 最近６か月間の状況 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

始  値 251 円 239 円 234 円 249 円 249 円 265 円

高  値 255 円 253 円 248 円 274 円 265 円 268 円

安  値 228 円 229 円 220 円 245 円 224 円 245 円

終  値 235 円 229 円 248 円 245 円 263 円 246 円

（注）平成23年9月の株価については、平成23年9月14日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前取引日における株価 

 平成23年9月14日 

始  値 254 円

高  値 260 円

安  値 245 円

終  値 246 円
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（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付永久社債（劣後特約付）の発行 

払 込 期 日 平成22年3月31日 

調 達 資 金 の 額 4,976百万円（差引手取概算額） 

転 換 価 額 

転換価額は、当初、1,000円とする。なお、転換価額は当行第三種優先株式につ

き、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場

合には、適切に調整される 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
81,930,057株 

当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
第三種優先株式 5,000,000株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
85,930,057株 

割 当 先 株式会社あおぞら銀行 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 
当初の転換価額（1,000円）における潜在株式数：第三種優先株式 5,000,000株 

現 時 点 に お け る 

転 換 状 況 

（ 行 使 状 況 ） 

転換済株式数（行使済株式数）：0株 

（残高 5,000百万円、転換価額（行使価額） 1,000円） 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 
長期運転資金 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成22年3月31日から平成22年9月30日まで 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
全額充当済み 

 

８．発行要項 

別紙「株式会社筑波銀行第四種優先株式発行要項」をご参照ください。 

 

以上 
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株式会社筑波銀行 

第四種優先株式発行要項 

1. 募集株式の種類 

株式会社筑波銀行第四種優先株式（以下「第四種優先株式」という。） 

2. 募集株式の数 

70,000,000 株 

3. 募集株式の払込金額 

1 株につき 500 円（総額金 35,000,000,000 円） 

4. 増加する資本金の額 

1 株につき 250 円（総額金 17,500,000,000 円） 

5. 増加する資本準備金の額 

1 株につき 250 円（総額金 17,500,000,000 円） 

6. 募集方法 

第三者割当の方法により、株式会社整理回収機構に第四種優先株式の全株を割り当て

る。 

7. 申込期日 

平成 23 年 9 月 30 日 

8. 払込期日 

平成 23 年 9 月 30 日 

9. 第四種優先期末配当金 

(1) 第四種優先期末配当金 

当銀行は、定款第 45 条に定める期末配当金を支払うときは、当該期末配当に係

る基準日の 終の株主名簿に記載または記録された第四種優先株式を有する株

主（以下「第四種優先株主」という。）または第四種優先株式の登録株式質権者

（以下「第四種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主

（以下「普通株主」という。）および普通株式の登録株式質権者（以下「普通登

録株式質権者」という。）に先立ち、第四種優先株式 1株につき、第四種優先株

式 1株当たりの払込金額相当額（ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、

株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切

に調整される。）に、下記(2)に定める配当年率（以下「第四種優先配当年率」

という。）を乗じて算出した額の金銭（円位未満小数第 3位まで算出し、その小
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数第 3位を切り上げる。）の期末配当金（以下「第四種優先期末配当金」という。）

を支払う。ただし、当該事業年度において第 10 項に定める第四種優先中間配当

金を支払ったときは、その額を控除した額とする。 

(2) 第四種優先配当年率 

平成 24 年 3 月 31 日に終了する事業年度に係る第四種優先配当年率 

第四種優先配当年率＝初年度第四種優先期末配当金÷第四種優先株式 1 株

当たりの払込金額相当額（ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株

式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切

に調整される。） 

上記の算式において「初年度第四種優先期末配当金」とは、第四種優先株式 1

株当たりの払込金額相当額（ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株

式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に

調整される。）に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト（ただし、

第四種優先株式の発行決議日時点において公表されている直近の優先配当年率

としての資金調達コストとする。）を乗じて得られる数に、払込期日より平成 24

年 3月 31日までの実日数である 184を分子とし 365を分母とする分数を乗じる

ことにより算出した額の金銭（円位未満小数第 3 位まで算出し、その小数第 3

位を切上げる。）とする。 

平成 24年 4月 1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第四種優先配当

年率 

第四種優先配当年率＝預金保険機構が当該事業年度において公表する優先

配当年率としての資金調達コスト（ただし、預金保険機構が当該事業年度に

おいて優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事

業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近の

もの） 

上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険

機構が、原則、毎年 7 月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融

機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。 

ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円 TIBOR（12 ヶ月物）ま

たは 8％のうちいずれか低い方（以下「第四種優先株式上限配当率」という。）

を超える場合には、第四種優先配当年率は第四種優先株式上限配当率とする。 

上記の但書において「日本円 TIBOR（12 ヶ月物）」とは、毎年の 4月 1日（同日
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が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日）の午前 11 時における日本円 12 ヶ月

物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円 TIBOR）として

全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるも

の（％未満小数第 4位まで算出し、その小数第 4位を四捨五入する。）を指すも

のとする。日本円 TIBOR（12 ヶ月物）が公表されていない場合は、4月 1日（同

日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の銀行営業日）において、ロンドン時

間午前 11 時現在の Reuters3750 ページに表示されるロンドン・インター・バ

ンク・オファード・レート（ユーロ円 LIBOR12 ヶ月物（360 日ベース））として、

英国銀行協会（BBA）によって公表される数値（％未満小数第 4 位まで算出し、

その小数第 4位を四捨五入する。）を、日本円 TIBOR（12 ヶ月物）に代えて用い

るものとする。 

(3) 非累積条項 

ある事業年度において第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対し

て支払う期末配当金の額が第四種優先期末配当金の額に達しないときは、その

不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

(4) 非参加条項 

第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対しては、第四種優先期末

配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中

で行われる会社法第 758 条第 8 号ロもしくは同法第 760 条第 7 号ロに規定され

る剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第 763 条

第 12号ロもしくは第 765条第 1項第 8号ロに規定される剰余金の配当について

はこの限りではない。 

10. 第四種優先中間配当金 

当銀行は、定款第 46 条に定める中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日

の 終の株主名簿に記載または記録された第四種優先株主または第四種優先登録株

式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第四種優先株式 1株

につき、第四種優先期末配当金の額の 2分の 1を上限とする金銭（以下「第四種優先

中間配当金」という。）を支払う。 

11. 残余財産 

(1) 残余財産の分配 

当銀行は、残余財産を分配するときは、第四種優先株主または第四種優先登録

株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第四種優先

株式 1 株につき、第四種優先株式 1 株当たりの払込金額相当額（ただし、第四

種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類

する事由があった場合には、適切に調整される。）に下記(3)に定める経過第四
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種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。 

(2) 非参加条項 

第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、

残余財産の分配は行わない。 

(3) 経過第四種優先期末配当金相当額 

第四種優先株式 1 株当たりの経過第四種優先期末配当金相当額は、残余財産の

分配が行われる日（以下「分配日」という。）において、分配日の属する事業年

度の初日（同日を含む。）から分配日（同日を含む。）までの日数に第四種優先

期末配当金の額を乗じた金額を 365 で除して得られる額（円位未満小数第 3 位

まで算出し、その小数第 3位を切上げる。）をいう。ただし、上記の第四種優先

期末配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率

としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度に

おいて第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対して第四種優先中

間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。 

12. 議決権 

第四種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、

第四種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、当該事業年度に係る定時株主総会の招集

のための取締役会決議までに開催される全ての取締役会において、第四種優先期末配

当金の額全部（第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）の支

払を行なう旨の決議がなされず、かつ、(ａ)当該事業年度に係る定時株主総会に第四

種優先期末配当金の額全部（第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除

した額）の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、その定時株主総会より、ま

たは、(ｂ)第四種優先期末配当金の額全部（第四種優先中間配当金を支払ったときは、

その額を控除した額）の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決さ

れたときは、その定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第四種優先期末配当金の額全部（第

四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）の支払いを受ける旨の

取締役会決議または株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主

総会において議決権を行使することができる｡ 

13. 普通株式を対価とする取得請求権 

(1) 取得請求権 

第四種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間中、当銀

行に対して自己の有する第四種優先株式を取得することを請求することができ

る。かかる取得の請求があった場合、当銀行は第四種優先株主がかかる取得の

請求をした第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当

該第四種優先株主に対して交付するものとする。 
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(2) 取得を請求することができる期間 

平成 24 年 7 月 1日から平成 43 年 9月 30 日まで（以下「取得請求期間」という。）

とする。 

(3) 取得と引換えに交付すべき財産 

当銀行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株主が取得の請求を

した第四種優先株式数に第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額（ただし、

第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれ

に類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じた額を下記(4)な

いし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第四種優先

株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に 1 株に満たない端数があると

きは、会社法第 167 条第 3項に従ってこれを取扱う。 

(4) 当初取得価額 

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ 5 連続取引日（取得請求期間

の初日を含まず、株式会社東京証券取引所（当銀行の普通株式が複数の金融商

品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ 1 年間における

出来高が 多の金融商品取引所）における当銀行の普通株式の終値（気配表示

を含む。以下「終値」という。）が算出されない日を除く。）の毎日の終値の平

均値に相当する金額（円位未満小数第 1 位まで算出し、その小数第 1 位を切捨

てる。）とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記(7)に定める下限

取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。 

(5) 取得価額の修正 

取得請求期間において、毎月第 3金曜日（以下「決定日」という。）の翌日以降、

取得価額は、決定日まで（当日を含む。）の直近の 5連続取引日（ただし、終値

のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日まで

の 5連続取引日とする。）の終値の平均値に相当する金額（円位未満小数第 1位

まで算出し、その小数第 1位を切捨てる。）に修正される。ただし、かかる計算

の結果、修正後取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正

後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記 5 連続取引日の初日以降決定日

まで（当日を含む。）の間に、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場

合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。 

(6) 上限取得価額 

取得価額には上限を設けない。 

(7) 下限取得価額 

下限取得価額は 172 円とする（ただし、下記(8)による調整を受ける。）。 
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(8) 取得価額の調整 

ｲ. 第四種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価

額（下限取得価額を含む。）を次に定める算式（以下｢取得価額調整式｣とい

う。）により調整する（以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」とい

う。）。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第 1 位まで算出し、

その小数第 1位を切捨てる。 

 

交付普通 

株式数 
× 

1 株当たりの

払込金額 既発行 

普通株式数 

 

＋
時  価 

 

調 整 後 

取得価額 
＝ 

 

調 整 前 

取得価額 
×

既発行普通株式数  ＋  交付普通株式数 

 

(i) 取得価額調整式に使用する時価（下記ﾊ.に定義する。以下同じ。）を下

回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式

を処分する場合（無償割当ての場合を含む。）（ただし、当銀行の普通

株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。）その

他の証券（以下「取得請求権付株式等」という。）、または当銀行の普

通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株

式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券（以下「取得条項付株

式等」という。）が取得または行使され、これに対して普通株式が交付

される場合を除く。） 

調整後取得価額は、払込期日（払込期間が定められた場合は当該払込

期間の末日とする。以下同じ。）（無償割当ての場合はその効力発生日）

の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるた

めもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、

これを適用する。 

(ii) 株式の分割をする場合 

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する

普通株式数（基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関し

て増加する普通株式数を除く。）が交付されたものとみなして取得価額

調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。 
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(iii) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額（下記ﾆ.に定義する。以

下、本(iii)、下記(iv)および(v)ならびに下記ﾊ.(iv)において同じ。）

をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を

発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日（新株予約権

の場合は割当日）（無償割当ての場合はその効力発生日）に、または株

主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは

無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付

株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付さ

れたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日

（新株予約権の場合は割当日）（無償割当ての場合はその効力発生日）

の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。 

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日

において価額が確定しておらず、後日一定の日（以下｢価額決定日｣と

いう。）に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合におい

て、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合に

は、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式

等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株

式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当

該価額決定日の翌日以降これを適用する。 

(iv) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修

正される条件（本ｲ.またはﾛ.と類似する希薄化防止のための調整を除

く。）が付されている場合で、当該修正が行われる日（以下「修正日」

という。）における修正後の価額（以下「修正価額」という。）が取得

価額調整式に使用する時価を下回る場合 

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全

部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみ

なして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これ

を適用する。 

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の

場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取

得価額に、それぞれの場合に定める割合（以下「調整係数」という。）

を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。 

(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)
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または本(iv)による調整が行われていない場合 

調整係数は 1とする。 

(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)

または本(iv)による調整が行われている場合であって、当該調

整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正

が行われている場合 

調整係数は 1とする。 

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記

(iii)または本(iv)による直前の調整を行う前の下限取得価額

を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。 

(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)

または本(iv)による調整が行われている場合であって、当該調

整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正

が行われていない場合 

調整係数は、上記(iii)または本(iv)による直前の調整を行う

前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。 

(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価

を下回る価額をもって普通株式を交付する場合 

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(iii)または(iv)によ

る取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該

取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数

（下記ﾎ.に定義する。）が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超え

るときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして

取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を

超えないときは、本(v)による調整は行わない。 

(vi) 株式の併合をする場合 

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少す

る普通株式数（効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式

に関して減少した普通株式数を除く。）を負の値で表示して交付普通株
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式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。 

ﾛ. 上記ｲ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換また

は株式移転等により、取得価額（下限取得価額を含む。）の調整を必要とす

る場合は、取締役会が適当と判断する取得価額（下限取得価額を含む。）に

変更される。 

ﾊ. (i) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日

に先立つ 5連続取引日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とす

る。ただし、平均値の計算は円位未満小数第 1 位まで算出し、その小

数第 1 位を切捨てる。なお、上記 5 連続取引日の間に、取得価額の調

整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。 

(ii) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を

適用する日の前日において有効な取得価額とする。 

(iii) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場

合はその日（上記ｲ.(i)ないし(iii)に基づき当該基準日において交付

されたものとみなされる普通株式数は含まない。）の、基準日がない場

合は調整後取得価額を適用する日の 1 ヶ月前の日の、当銀行の発行済

普通株式数（自己株式である普通株式の数を除く。）に当該取得価額の

調整の前に上記ｲ.およびﾛ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた

普通株式であって未だ交付されていない普通株式数（ある取得請求権

付株式等について上記ｲ.(iv)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用

される日（当該日を含む。）からは、当該取得請求権付株式等に係る直

近の上記ｲ.(iv)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記

ｲ.(iii)または(iv)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされ

た普通株式数は含まない。）を加えたものとする。 

(iv) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記ｲ.(i)

の場合には、当該払込金額（無償割当ての場合は 0円）（金銭以外の財

産による払込の場合には適正な評価額）、上記ｲ.(ii)および(vi)の場合

には 0 円、上記ｲ.(iii)ないし(v)の場合には価額（ただし、(iv)の場

合は修正価額）とする。 

ﾆ. 上記ｲ.(iii)ないし(v)および上記ﾊ.(iv)において「価額」とは、取得請求権

付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額（新株

予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とす

る。）から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取

得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除し
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た金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金

額をいう。 

ﾎ. 上記ｲ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適

用する日の既発行普通株式数から、上記ﾊ.(iii)に従って既発行普通株式数

に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式

等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通

株式数を加えたものとする。 

ﾍ. 上記ｲ.(i)ないし(iii)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ

当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定

の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記ｲ.(i)ないし

(iii)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総

会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。 

ﾄ. 取得価額調整式により算出された上記ｲ.第 2 文を適用する前の調整後取得

価額と調整前取得価額との差額が 1円未満にとどまるときは、取得価額の調

整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調

整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整

式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた

額（ただし、円位未満小数第 2位までを算出し、その小数第 2位を切捨てる。）

を使用する。 

(9) 合理的な措置 

上記(4)ないし(8)に定める取得価額（第15項(2)に定める一斉取得価額を含む。

以下、本(9)において同じ。）は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間

の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合また

は算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切

な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。 

(10) 取得請求受付場所 

東京都中央区日本橋茅場町一丁目 2番 4号 

日本証券代行株式会社 

(11) 取得請求の効力発生 

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付

場所に到着した時に発生する。 
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14. 金銭を対価とする取得条項 

(1) 金銭を対価とする取得条項 

当銀行は、平成 33 年 10 月 1 日以降、取締役会が別に定める日（以下「取得日」

という。）が到来したときは、法令上可能な範囲で、第四種優先株式の全部また

は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日

までの 30 連続取引日（開催日を含む。）の全ての日において終値が下限取得価

額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取

得日を定めることができる。この場合、当銀行は、かかる第四種優先株式を取

得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第四種優先株主に対して交付する

ものとする。なお、第四種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法

による。取得日の決定後も第 13 項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられな

いものとする。 

(2) 取得と引換えに交付すべき財産 

当銀行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株式 1 株につき、第

四種優先株式 1 株当たりの払込金額相当額（ただし、第四種優先株式につき、

株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場

合には、適切に調整される。）に経過第四種優先期末配当金相当額を加えた額の

金銭を交付する。なお、本(2)においては、第 11 項(3)に定める経過第四種優先

期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分

配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第四種優先期末配当金相当額

を計算する。 

15. 普通株式を対価とする取得条項 

(1) 普通株式を対価とする取得条項 

当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていない第四種優先株

式の全てを、取得請求期間の末日の翌日（以下「一斉取得日」という。）をもっ

て一斉取得する。この場合、当銀行は、かかる第四種優先株式を取得するのと

引換えに、各第四種優先株主に対し、その有する第四種優先株式数に第四種優

先株式 1 株当たりの払込金額相当額（ただし、第四種優先株式につき、株式の

分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、

適切に調整される。）を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価（以下「一

斉取得価額」という。）で除した数の普通株式を交付するものとする。第四種優

先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に 1 株に満たない端数がある

場合には、会社法第 234 条に従ってこれを取扱う。 

(2) 一斉取得価額 

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取引日の毎

日の終値の平均値（終値が算出されない日を除く。）に相当する金額（円位未満
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小数第 1位まで算出し、その小数第 1位を切捨てる。）とする。ただし、かかる

計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下

限取得価額とする。 

16. 株式の分割または併合および株式無償割当て 

(1) 分割または併合 

当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第四種優先株

式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。 

(2) 株式無償割当て 

当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第四種優先株式の種

類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。 

17. 優先順位 

第二種優先株式、第三種優先株式および第四種優先株式にかかる優先期末配当金、優

先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。 

18. 法令変更等 

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合

には、当銀行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。 

19. その他 

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。 

以上 
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